
検針時期 検針時期 検針時期 検針時期

● ● ● ●

10月請求 11月請求 12月請求

◆ ◆ ◆

1月請求 2月請求 3月請求 4月請求

◆ ◆ ◆ ◆

検針時期 検針時期 検針時期 検針時期 検針時期

● ● ● ● ●

9月請求 10月請求 11月請求 12月請求

◆ ◆ ◆ ◆

1月請求 2月請求 3月請求 4月請求

◆ ◆ ◆ ◆

奇数月検針地区：中津、坂本、落合、阿木、神坂、山口
偶数月検針地区：苗木、坂下、川上、加子母、付知、福岡、蛭川

偶
 
数
 
月

使用
期間

調定月

(請求月)

旧料金

新料金

R8.1 R8.2 R8.3 R8.4

奇
 
数
 
月

使用
期間

調定月

(請求月)

旧料金

新料金

検針月 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12

検針サイクル表

令和7年10月以降の使用分、令和8年１月調定分から新料金を適用

料金の算定について、検針時の水量（使用水量）の1/2を翌月、1/2を翌々
月の請求額を算出する。

奇数月検針地区：中津、坂本、落合、阿木、神坂、山口
偶数月検針地区：苗木、坂下、川上、加子母、付知、福岡、蛭川


